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（午後 1 時 30 分 開 会） 

○奥山室長 時間になりましたので、只今から始めさせていただきたいと思います。 

 委員の皆さん、傍聴者の皆さん、また報道各社の皆さん、本日の第９回の合併協議会に

お出かけいただきまして、ありがとうございます。８月になりまして、続いております雨

があがり、急に暑くなった今日この頃でございます。本日、８月５日は、来年の平成１６

年１０月１日の合併まで４２３日前となります。引き続きまして、合併への取り組みに御

協力をお願いいたします。 

 それでは、ただいまより西伯町・会見町合併協議会第９回会議を開催させていただきま

す。 

 最初に、本日の委員の皆様の出席状況でありますが、西伯町、塚田委員、会見町、橋谷

委員、それから鳥取県市町村振興課民生推進室長の亀井委員、合わせまして３名の委員の

方が欠席でございます。したがいまして、委員１７名のうち１４名の方が出席であります。

本協議会の会議の成立要件でありますが、西伯町・会見町合併協議会規約第１０条第１項

の規定では、委員の半数以上の出席で成立するとなっております。したがいまして、本日

の会議は成立することを御報告いたします。 

 日程に従いまして進めさせていただきます。 

 まず、会長の挨拶でありますが、西伯町、坂本町長よりご挨拶をお願いいたします。 

○坂本会長 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 梅雨が明けまして大変暑い日がここ数日続いておりますけれども、委員の皆さん方には、

鋭意合併協議などにつきまして御精励賜っておりまして、ありがとうございます。前回は、

７月の２２日に西伯町の森林公園、森の学校の方で開催いたしました。今回は会見町役場

でお世話になるということですが、今日はよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 この間、７月の２６日に、実は天神川流域の合併協議会が主催いたしますところのシン

ポジウムがございまして、私出かけてまいりました。そこで地方制度調査会の委員をなさ

っておられます神野先生、個人的にもちょっと親しくしていただいておりまして、お話を

ゆっくり伺ったわけですけれども、大きな合併がいいということは最初から最後まで一つ

もおっしゃいませんでした。大変注意深く聞いておったわけですけれども、いわゆる地域

協議会というような小さな自治組織というものを必ずつくって、効率性が悪くなったとこ

ろを補う必要があるというようなことを中心にお話しになりました。 

 御案内のように、中部は、倉吉、三朝、関金、北条、大栄という大きな合併を模索して
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おりますけれども、やはりこの外部効率性、内部効率性が悪くなるということでございま

して、その内部効率性を補完するために地域の自治組織というようなものを必ずつくらな

いとうまくまちの自治制度が機能していかないと、こういう御講演がございまして、楽屋

裏で、西伯町はどうするのかということでございまして、お隣の会見町さんと小さな合併

で進めたいということをお話しいたしましたところ、非常に喜んでいただいて、いい選択

をしておるということで激励をいただいております。また、困ったことがあれば何でも相

談にのるのでということもいただいておりまして、意を強くしたような次第でございます。 

 そういうこともございましたし、それから東出雲町も投票になりまして、これも住民サ

イドの運動が実を結ばなかったという結果になりました。町長さんにちょっと電話でお話

させていただきましたけれども、東出雲町では単独でいくという選択の中で、一部事務組

合の扱いが住民によく周知されていなかったのではないかというようなことで、また新た

な火種といいましょうか、決着がなかなかつかない状況が続いておるということで悩んで

おられました。近いうち町長選挙があるようでございまして、そういう選挙を通じてはっ

きりさせていきたいということのようでございました。 

 いずれにいたしましても、町の将来をかけて、それぞれの地域で真剣に議論がなされて

おりまして、きょうは合併協も、そういう意味では今日まで大変お世話になって、きょう

は９回目の会議ということでございますけれども、大変順調に協議がなされておるという

ことでうれしく思っております。今後ともひとつ、いわゆる大詰めにそろそろ差しかかっ

ておりますので、鋭意御協議を賜りまして、妥当な合併協議ができますようによろしくお

願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。 

○奥山室長 ありがとうございました。 

 本日の会議の進行でありますが、西伯町・会見町合併協議会規約第１０条第２項の規定

では、会議の議長は会長が当たるとなっております。坂本会長にて会議の進行をお願いし

ます。よろしくお願いいたします。 

○坂本会長 そういたしますと、まず日程に従いまして、議事録署名委員の指名を行わせ

ていただきたいと思います。私の方で指名しますので、よろしくお願いします。 

 福田次芳委員さん、吉次堯明委員さんにお願いをいたします。 

 早速でございますけれども、協議事項の１番、建設事務の取り扱いについてを議題とい

たしたいと思います。 

 事務局から説明をお願いします。 
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○奥山室長 事務局から申し上げます。 

 議案第１号、建設事務の取り扱いにつきまして、議案の３ページをごらんいただきたい

と思います。新町におけます建設事務の取り扱いのうち、急傾斜地崩壊防止対策事業の地

元負担金については、新町において調整することとするということでございます。 

 これは、７月３日の第７回会議におきまして、調整方針の扱いが結論に至らず、専門部

会にて再度協議ということでございました。西伯町におきましては、地元負担金が２０％、

町の負担はなし。会見町におきましては、地元負担金が１３％、町の負担が７％というこ

とでございましたが、事務局の方針といたしましては、西伯町の例によるということで、

地元負担金２０％ということで提案をしたところでございます。 

 現在のところ、この制度につきましては、活用はしてないということでもありまして、

合併時までに決定を急ぐ案件でもないというようなことでございまして、新町において調

整することにしたいと考えています。よろしくお願いいたします。 

○坂本会長 ただいま事務局から説明のございました建設事務の取り扱いのうち、急傾斜

地崩壊防止対策事業の地元負担金については、従来からいろいろ議論が進んできましたけ

れども、妥当な結論にも至りませんし、新町で調整しようということのようでございます。

委員の皆様方の御質疑や御意見をお願いしたいと思います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 御質疑や御意見はないようでございますが、議案第１号については、このよ

うな取り扱いにすることと決してもよろしゅうございますでしょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 ありがとうございます。そういたしますと、議案第１号につきましては、新

町において調整することとするという、原案どおり決しました。 

 次に移りたいと思います。議案第２号、環境業務（環境保全）の取り扱いについてを議

題といたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局から申し上げます。 

 ４ページの議案第２号、環境業務（環境保全）の取り扱いにつきまして、新町におけま

す環境業務（環境保全）の取り扱いにつきましては、平成１５年７月２２日開催の西伯町・

会見町合併協議会第８回会議提案事項の第１号のとおりでございます。 
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 前回提案をいたしまして、ＩＳＯ１４００１、リサイクル事業等につきまして質問があ

りましたが、問題点等はございませんでした。主に、西伯町の例により取り組むいうとの

方向で提案がなされたところでございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○坂本会長 ただいま事務局から説明がございましたように、７月２２日開催の第８回協

議会の提案事項第１号のとおりとするということでございますが、前回の提案の折には特

に争点といったようなものはなかったというように記憶しております。そういうことも踏

まえまして、議案第２号につきまして、御質疑や御意見はございませんか。 

 岡田委員。 

○岡田委員 毎回大変恐れ入りますが、法令とか規程、要綱、要領に沿わんような発言を

ずっと続けておりまして申しわけないと思っています。 

 また聞するところによりますと、法勝寺中学校の生徒諸君が、法勝寺川の水質検査でご

ざいますか、そういったようなことに取り組んでおるということを聞いたことがございま

した。これはすばらしいことだなと思っております。特に、新町のまちづくりについて、

次代を背負う町民諸君が参画することが大いに期待をされておるというような中で、特に

環境分野というのは我々の取り組みやすい分野ではないかというふうに思っておるわけで

ございまして、この計画を見せていただいて、環境に関する行動計画ということの中で、

特に青少年の参画を促すような取り組みをまちづくり計画の中に盛っていただくようなこ

とができればということを要望したいと思っております。以上でございます。 

○坂本会長 要望でございますね。 

 何か事務局の方でありますか。ありますか。 

 野口課長。 

○野口課長 まちづくり委員会の中で検討させていただきたいと思います。 

○坂本会長 御要望が反映されるように、ひとつよろしく検討してください。 

 ほかに御質疑ございませんか。 

                 〔質疑なし〕 

○坂本会長 ないようでございますが、議案第２号、環境業務（環境保全）の取り扱いに

ついては、原案のとおり承認するということでよろしゅうございますでしょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 ありがとうございます。そういたしますと、議案第２号につきましては、原
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案のとおり御承認をいただいたということで、次に移らせていただきます。 

 議案第３号、介護保険事業の取り扱いについてを議題といたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局より御説明をいたします。 

 議案第３号、介護保険事業の取り扱いにつきまして、新町におけます介護保険事業の取

り扱いにつきましては、平成１５年７月２２日開催の西伯町・会見町合併協議会第８回会

議提案事項第２号のとおりでございます。 

 前回の提案でありますが、国の制度や現在行われております広域連合での事業でありま

して、今後構成をいたします４町村の枠組みにより決定されるものということでございま

して、別段、それについての意見等はなかったように思っておるところでございます。よ

ろしくお願いをいたします。 

○坂本会長 議案第３号については、今、事務局の方がお話ししましたように、４町村の

構成しておる、連合でやっておるわけでございまして、この枠組みのいかんによってまた

介護保険の取り扱いも違うというような課題は残しておりますけれども、一応前回御説明

をいただいた中では、特に議論はほかにはなかったというように思っております。皆様方

でそういうことを踏まえまして、御意見や御質疑があればお願いいたしたいと思います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 ないようでございますが、原案のとおり承認してもよろしゅうございますで

しょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 そういたしますと、議案第３号、介護保険事業の取り扱いについては、原案

のとおり御承認いただきました。 

 次に移らせていただきます。議案第４号、障害福祉事業の取り扱いについてを議題とい

たします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局より御説明をいたします。 

 議案第４号、障害福祉事業の取り扱いについて、新町におけます障害福祉事業の取り扱

いにつきましては、平成１５年７月２２日開催の西伯町・会見町合併協議会第８回会議提
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案事項第３号のとおりでございます。 

 前回提案でございますが、国の制度が大半でありまして、単独分といいますか、単市町

分であります福祉タクシーの助成の件、それから精神保健福祉団体支援の内容、それから

心身障害者福祉年金の考え方等について御質問があったところでございます。宿題という

ような部分はございませんでした。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

○坂本会長 議案第４号、障害福祉事業の取り扱いについて、ただいま事務局の方から説

明をいたしましたが、皆様方の方で御質疑や御意見はございませんか。 

 岡田委員。 

○岡田委員 これについても１点ちょっと気になることがあるもんでして、それに対する

要望を申し上げておきいたと思います。 

 実は、交通費助成にちょっと関連があるといえばあるようでございます。両町の中で、

学齢期の児童生徒諸君の中で養護学校に何名か通っておるお子さんがあるということは聞

いておるわけでございます。それらの交通手段について、大きい子は公共交通機関を一人

で使って通学する能力はございます。けれども、小学生あたりはちょっとそういうことが

できませんので、親御さんがかつては勤めをやめてでも、そしてパートに切りかえてでも

送り迎えをやっておられるという事例を、私も現場におったときに体験をしておるわけで

ございます。次第に、県の方でも県立の養護学校については車両を準備することになりま

した。ところが、聞いてみますと、市内回りほどで手いっぱいで、どうも郡部とか奥部の

方まで配車をしていないというようなことも聞いておるわけでして、もしそういうような

ことで、両町の中で、３つほど養護学校があるわけでございます。それらに通っておるお

子さんの交通手段が親御さんの送迎のみに頼っておるような例がもしあるとすれば、何ら

かの助成というか、援助というか、できんもんかなということを申し上げたいと思います。 

 というのは、そういう学校に入らせたくても交通手段が親の一手にかかるということの

ためによう出さないというようなことも実はあったと思います。その辺を、私は、ちょっ

と今、現場におりませんので実態を知りませんけれども、改良するようなところがあれば

改良すると。あるいは県の方に申し入れをして、奥部の方にも配車をしていただくとか、

いうようなことをお願いできたらと思っておるところでございます。以上です。 

○坂本会長 事務局の方で現状を把握しておられますか。 

 赤井課長。 
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○赤井課長 岡田委員さんの方からうちの課の方に問い合わせがありましたものは、うち

の担当の方で調べました結果、町内の、会見町だけしかちょっと調査の方しておりません

けど、４名の方が養護学校に通学を、皆生養護のですか、２名ずつ、４名の方が通学され

ておられるということは調べておりますが、そのうち、４名の方 部が家族の方が送りの

方はされて、迎えの方は、岡田委員さんの方からもありましたように、交通機関を一部使

ってやるような帰りは利用されておるかと思います。また、迎えは家族の方という方もあ

ります。 

 一つは、身体障害者の方と、それと知的障害の方が養護学校に通っておられまして、知

的の場合につきましては、なかなか交通機関での通学というのは困難ではないかと思って

おります。ですから、そういう点を考えまして、また県なり国、また要望といいますか、

そういう格好で働きかけをしてまいりたいと思っております。 

○坂本会長 西伯町の方は。 

○関補佐 つかんでおりません。 

○坂本会長 つかんでいない。 

○岡田委員 ちなみに申しますと、就学奨励に関する法律からいえば、そのあたりは県が

交通費助成については責任を持つような表現になっておりますもんですから、これはやっ

ぱり県に対する働きかけということを第一番にやっていただくということではなかろうか

というふうに思っております。 

○坂本会長 今、この間、新聞では日南町の障害の方が養護学校にお通いになるのを県の

方がするという報道がなされておりましたので、県の方にそういう交通手段の確保という

ふうなことについては要望していかなければいけませんからね。 

 ほかにございませんか。 

                 〔質疑なし〕 

○坂本会長 ないようでございます。障害福祉事業の取り扱いについては、原案のとおり

御承認をいただいたということでよろしゅうございますでしょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 ありがとうございます。そういたしますと、本日予定しております協議事項

についてはすべて終了いたしました。 

 日程に従いまして、５番の提案事項に移らせていただきたいと思います。 

 （１）番の水道事業の取り扱いについてを議題といたしたいと思います。 
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 事務局の方から説明をお願いいたします。 

 事務局。 

○奥山室長 失礼します。事務局の方から申し上げます。 

 ７ページをごらんいただきたいと思います。提案事項第１号、水道事業の取り扱いにつ

きまして、新町におけます取り扱いにつきましては、別紙のとおりとするということでご

ざいまして、提案事項の別紙をごらんいただきたいと思います。 

 その説明につきましては、建設水道部会の会見町建設課、米澤課長より説明をいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 米澤課長。 

○米澤課長 そうしますと、町の施策、調整方針について、建設水道部会の水道事業の取

り扱いについて提案をさせていただきます。 

 １ページ目をはぐっていただきますと、上水道事業から出ております。まず、上水道事

業、これは西伯町しかございません。平成１５年３月３１日現在の概況、それから主要施

設等載せております。ちなみに、行政区域内人口８，２９４人、それから給水計画人口で

すが７，２００人というようにずっと載せております。それから、主要施設は、水源池は

５カ所、配水池が７カ所、それから簡易専用水道が５カ所。簡易専用水道と申しますのは、

１０トン以上の受水槽を持っている施設でございます。病院、小・中学校、やまと園等、

大きな施設でございます。浄水場の管理につきましては直営管理で、ただし、落合浄水場

につきましては、業者委託をしております。会見町は該当ございませんので、調整方針は

西伯町の例によるというふうにしております。 

 続きまして、はぐっていただきますと、簡易水道でございます。これは西伯町、会見町、

両方ございます。平成１５年３月３１日現在の概況を載せております。 

 主要施設につきましては、西伯町の方が、水源池が６カ所、配水池７カ所、簡易水道６

カ所でございます。会見町の方は、水源池４カ所、配水池５カ所、簡易水道は２カ所でご

ざいます。管理につきましては、両方とも直営管理でございます。調整方針といたしまし

ては、これは各町の制度を継続するというふうに載せております。 

 続きまして、その下に飲料水供給施設というのがございますが、これは給水人口１００

人以下の簡易水道でございます。これが、西伯町に３カ所ございます。会見町にはござい

ません。したがいまして、調整方針は西伯町の例によるというふうにしております。 

 続きまして、３ページでございますが、水道料金、これは上水道でございます。西伯町
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だけしかございません。平成１５年４月１日現在の水道料金の単価表、従量料金載せてお

ります。会見町はございませんので、調整方針といたしましては、西伯町の例によるとい

うふうにしております。 

 続きまして、はぐっていただきまして、簡易水道についてでございます。西伯町、会見

町ございますが、西伯町の方は、簡易水道につきましては、水道料金の単価表、基本料金、

それから従量料金、これが東上簡易水道とその他の簡易水道、料金が分かれております。

会見町の方は、２カ所簡易水道ございますが、どちらも統一しております。それで、調整

方針の方といたしましては、西伯町の中で分かれておるものが、果たして合併したときに

きちんと統一ができるかということになりますと非常に、今の段階では無理でございます。

ということで、ここは各町の制度を継続するというふうにしておりますが、ただ合併後、

新町になった後、やはりプロジェクトなりを組みまして、やはり水道料金の統一化に向か

ってはいかなければならないんじゃないかというふうには考えております。ただ、調整方

針といたしましては、各町の制度を継続するというふうにしております。 

 続きまして、上水道の加入金、これは西伯町だけでございます。調整方針は、西伯町の

例によるというふうにしております。 

 続きまして、５ページ、簡易水道の加入金についてでございますが、西伯町は一律４０

万円でございます。会見町の方は１３ミリ、２０ミリ、２５ミリというふうに分けており

まして、加入金も違っております。これも統一がなかなか難しいということで、これも各

町の制度を継続するということにしております。 

 続きまして、手数料についてでございますが、西伯町が給水装置工事業者指定、１件に

つき１万円、給水工事の設計審査、１件につき２，０００円。会見町の方も、この件につ

いてはございますが、それ以外に会見町の方は給水工事の設計手数料、工事費の１００分

の５、それから各種証明手数料、１件につき３００円というのがございます。調整方針と

いたしましては、会見町の例による。ただし、給水工事の設計手数料、これは今やってお

りませんので、これは廃止をするというふうにしております。 

 続きまして、検針についてでございますが、西伯町、メーター検針はシルバー人材セン

ターに委託をしております。１カ月ごとに検針をしております。ただし、東上簡水につい

ては２カ月に１回でございます。会見町の方は、メーター検針は各区に委託しまして、２

カ月ごとに検針をしております。ただし、天万、寺内、市山、福里、ここは検針員を選任

いたしまして、２カ月ごとに検針。それから、金田はシルバー人材センターに委託をしま
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して、２カ月に一遍検針しております。 

 それから、検針手数料につきましては、両町とも１件につき６０円でございますが、会

見町の方は２カ月に一遍でございますので、年６回というふうにしております。これは、

調整方針といたしましては、上水、簡水とも検針回数は会見町の例により、２カ月に１回

です。ただし、公共、それから事業所は１カ月に１回だそうです。それから、検針の委託

先についてでございますが、これは西伯町の例によるということで、シルバー人材センタ

ーに委託しようというふうにしております。検針手数料につきましては、これは西伯町の

例による。これはどちらでも構いませんが、一応西伯町の例によるとしております。それ

で、このメーター検針につきましては、平成１６年度中は各町の例によることといたしま

して、平成１７年度から上記の方針に統一する考えでございます。 

 続きまして、６ページ、水道料金の減免、宅内漏水減免については、これは西伯町、会

見町、両方とも一緒でございますので、両町の制度を継続するというふうにしております。 

 それから、指定給水装置、工事事業者、西伯町が現在３５社、それから会見町が現在４

１社でございます。これは、ダブっている事業所もございますが、これは両町の制度を継

続していくというふうにしております。 

 それから、水道給水維持管理、これもメーターまでは町の管理ということでございまし

て、両町の制度を継続する。 

 それから次に、水道施設工事でございますが、西伯町は、上水道が絹屋地区施設改良と。

これが平成１５年度事業完了予定でございました。それから山田谷地区施設改良、これが

平成１６年度事業完了予定でございます。会見町は、上水道の工事はございません。 

 続きまして、簡易水道につきましては、西伯町が東上簡易水道施設改良、これが平成１

６年度完了予定をしております。会見町につきましては、簡易水道は池野鶴田簡易水道の

拡張工事を現在かかっておりまして、本年度配水池の築造をいたしますが、これが大体平

成１９年度に配水管の布設工事が完了予定でございます。 

 続きまして、７ページについてでございますが、水道料金の賦課徴収の方法についてで

ございますが、上水道は、西伯町、２カ月ごとに現在、納付書を送付しておりますが、こ

れは北部と南部に分けておりまして、北部が奇数月、南部が偶数月に徴収するようにして

ございます。会見町は、上水道は該当がございません。 

 簡易水道につきましては、西伯町が１カ月ごとに納付書を送付する。ただし、東上簡水

は２カ月に１回と。会見町の方は、簡水でございますが、２カ月ごとに奇数月に納付書を

－12－ 



送付するというふうにしております。 

 それから、納付書配布手数料につきましては、西伯町が１件１０円、会見町が１件２０

円でございます。 

 それから納付書の配布先、これが、西伯町は区長と納税組合です。会見町は、区長でご

ざいます。 

 調整方針といたしましては、会見町の、まず料金の徴収についてでございますが、これ

は会見町の簡易水道の例によるというふうにしております。ただし、公共と事業所は１カ

月に１回とするというふうにしております。それから、簡易水道の方は、会見町の例によ

ると。それから、納付書の配布手数料につきましては、これ１０円違っておりまして、高

い方の、会見町の例によるとしております。それから、納付書の配布先につきましては、

西伯町が納税組合を使っておりますので、各町の制度を継続するというふうにしておりま

す。ただし、この水道料金の賦課徴収につきましても、合併が１６年度中でございますの

で、事務的に非常に難しい面がございますので、平成１６年度は各町の例によることとし

て、平成１７年度から上記の方針に統一するというふうにしております。 

 続きまして、簡易水道委員会でございますが、西伯町はございません。会見町の方は、

委員構成等ということで、議員さん２名、それから簡水の使用者が１０名、任期２年でご

ざいます。所掌事務が簡易水道の運営及び建議でございます。これは、西伯町にお聞きし

ましたところ、公共料金の負担に対する、どうも専門の委員会があるようでございますの

で、そちらの方に料金の関係はやっていただきたいということで、調整方針といたしまし

ては、合併時に廃止するというふうにしております。 

 以上でございますが、一つ言い忘れておりますが、今現在、専門部会の方で１件だけ、

西伯町の上水道と、それから会見町の会見水道ですが、簡易水道、これがつなげないかと

いうことでも考えておりまして、合併した後、その方向でちょっと検討をしてみたいと思

っております。以上です。 

○坂本会長 ありがとうございました。ただいま水道事業の取り扱いについて、米澤課長

から説明がございました。皆さん方の方で御質疑等承りたいと思います。 

 福田委員。 

○福田委員 ２カ所だけちょっと質問をさせていただきたいと思います。 

 ４ページの簡易水道の料金のことでございます。ちょっとこれを見させていただきまし

て、非常に、新しい町になっても相当差があるんだなという実感はわきますが、合併のメ
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リットといいましょうか、そうした一つの行政区域内の中にあって、これをどう調整をし

ていくかという、私、個人的に今日まで大きな関心は持っておったわけでございます。し

かしながら、先ほど説明がございましたように、非常に統一化の問題を早急にというのは

難しく、確かにそのとおりだろうというぐあいに思っております。しかし、いずれ難しい

問題でも、同じ、今度行政区域に入ってみますと、やはり早急に整備をしなければならん

のではなかろうかっていいますのは、西伯町で簡水と上水の問題が非常に問題と議論の解

消になるわけでございますし、そうした面から、私は、今回要望といいましょうか、ひと

つ課題の方で、若干そうした問題をここで明示をしておいた方がよかろうじゃないかなと

いう気が、今聞いた中で思いますんで、それに対してどうだろうかということが１点でご

ざいます。 

 それから、同じく５ページの加入金の問題でございます。これも金銭、金額的な問題で

ございますから、あわせて実態、あるいは統一に向かっての課題と方向性というのを、や

はりこの合併をする前の条件として、何らかのものを示しておく方がよかろうじゃないか

なというぐあいに思いますんで、それらについての考え方をお聞かせいただきたいと思っ

ております。 

○坂本会長 事務局の方から。 

 米澤課長。 

○米澤課長 まず、簡易水道の料金についてでございますが、確かに委員さんのおっしゃ

いますとおりで、新町になりまして、各簡易水道、それから上水道において料金が違うと

いいますのは、確かにとは思いますが、ただ西伯町が今現在、上水道、それから簡易水道

が２種類のというふうに料金が分かれておりますが、これは簡易水道ごとに、やはり投資

的経費の関係もございまして、それを料金の方に盛り込んでるということもございます。

会見町の方は、今現在これは、会見の簡易水道と、それから池野鶴田の簡易水道が分かれ

ておりましたときに、これを一本化するときに、ずっと何年間をかけて徐々に、段階的に

水道料金を引き上げるような形で統一をしております。ですから、もし仮に、これを同じ

料金に統一をさせるということになりますと、まず簡易水道事業自体の全体額がわかって、

その中でどういうふうにしたらその簡易水道事業会計が維持できるかということを前提に

いたしまして、料金は決定せんといけません。ただ、その料金が安いとは限りません。合

併した、全部統一したときに。ですので、その辺からじっくりと考えていかなければなら

ないとは思いますので、これは合併した後もしばらく時間はかかると考えております。 
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 続きまして、簡易水道の加入金についてでございますが、これも会見町の方はもう一律、

１３ミリから５０ミリ以上までこういう加入金を設けておりまして、実際、今現在、池野

鶴田簡易水道の事業をしておりますが、その投資的な部分はここに、利用者からいただく

ような形はとっておりません。ただ、西伯町の方は、その簡易水道ごとに事業がございま

すと、大体分担金的な形で、最初に、分岐からメーター設置が１０万円、それから負担金

が３０万円というふうにとっていらっしゃるようでございますが、これにつきましてもな

かなか統一化というのは今現在では難しいんではないかと。仮に合併した後でございます

が、これもなかなか簡易水道ごとに実態が違っておりますので、統一化ということがちょ

っと今すぐにはできないというふうには考えております。以上です。 

○坂本会長 どうぞ、福田委員。 

○福田委員 統一化の難しさは私も十分、西伯町の実態の中でわかるわけでございます。

そこで、事業会計として分析をしてみるときに、必ずしも受益事業的な会計が運用されて

いない。むしろされていないというより、行政全般、住民全般とわたって、頭打ちをして、

いわゆる高負担をどちらかというと避けていこう。いわゆる一般会計から補てんをしなが

ら運営をしておるというのが西伯町の場合、実態であるわけでございます。そこで、各町

の制度というときに、今おっしゃったように、西伯町で一般会計補てんをしておるわけで

すが、例えばこの会見町さんの場合は、受益事業として全く一般会計補てん等との関係が

ないとするならば、行政間同士で、そこで果たして引き続き理解がいただけるものかどう

か、西伯町民側にとって。そうしたことも議論の中に起こり得るんではないだろうかなと

いう気がせんでもないわけです。できれば若干、もう少し詳しく事業会計と一般会計との

関係がわかれば。安易なもんじゃないということは私もよくわかっております。わかって

おりますが、同じ行政の中にあって、西伯町、簡水もたくさんあるわけですけども、実際

にこれ、事業投資から考えますと、本来ならば使用料ばらばらになるはずです、ばらばら

に。ところが、それでは同じ町内に住んで、事業ごとに水道ごとの料金が違うということ

はいけないということで、統一をはかっておるというのが実情でございますから、大きな

課題がある中で、今後の方向性というものが必要でないかというのが私の意見でございま

す。以上でございます。 

○坂本会長 返答ありますか。 

 藤原課長。 

○藤原課長 若干、全体的なことを申し述べてみたいというふうに思っております。 
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 今回、建設水道部会につきまして、また下水もございますけども、会見町と西伯町の水

道事業につきまして、議論に際します前に、現在の置かれております両町の水道の資本整

備についてはどのような方向があるのかということを議論してまいりました。西伯につき

ましては、水源が少ないといいますか、悪いといいますか、十分でないと。会見町さんに

お聞きしますと、水は豊富に良質なものがあるというようなこともありまして、それでは、

といってはなんですけども、西伯は、会見との水道を一緒にしたらどうだろうかと問題が、

事務担当者の中では話されました。そういう状況の中で、会見町は簡水ですけども、そう

なりますといわゆる上水になってしまうという問題があります。簡水として残る部分もあ

りますし、会見の簡水と西伯の上水はいずれ上水道にしていかなければならないという問

題がございました。そうしますときに、いずれにしましてもこれは企業会計でありますか

ら、収支の収入をもって支出を充てるというのが基本でありまして、そういった社会資本

の整備が将来、合併後にどのような姿になり得るのかということを議論してまいりまして、

そういう中での料金体系というのが当然考えられていくであろうというお話をしてまいっ

たところでありまして、結果的に、今しばらくはこれをしながら、合併後にこのようなサ

イクル的な視野に立って、とりあえず上水道の料金体系をとっていかなければならないの

ではないかと。 

 例えば、簡水につきましても、西伯町の場合は２種類ありますけども、一応西伯町の２

つの料金につきましては、今回、東上簡水を整備いたしますことにおいて、一応西伯町の

簡水は全体が一定のレベルといいましょうか、整備が整ったということになりまして、地

元でも料金体系も見直す考えがあるというような声もあります。当面は、簡水につきまし

ては、一元化を早急には図っていくという方向が一致されておるところでございます。そ

ういうことを申し上げまして、全体的な視点に立っての将来的な方向を考えていくべき、

前段の考えであるということを御了解いただきたいというようなことであります。 

○坂本会長 藤原課長、今、福田委員がおっしゃったのは、西伯町は一般会計から繰り入

れしていると。会見町は企業経営でやっておれば、引き続いて合併後も繰り入れができま

すかいうことだったと、そうでしょう。 

○福田委員 それも含めてです。 

○坂本会長 そのことをもうちょっと答えてください。 

○藤原課長 そうですか。 

 議長、済みません。協議の中で話をしてまいりましたのは、会見町さんにつきましては
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大体終始バランスがとれておるという、御存じだと思いますが、西伯町につきましては、

簡水が約１，２００万。これも、西伯町の場合は人件費の問題もありましたり、いろいろ

ありますけども、決算諸表では一般会計からこのような繰り入れをして収支バランスをと

っておるというような実態でございます。 

○坂本会長 米澤課長。 

○米澤課長 会見町の簡易水道事業会計につきましては、今現在、一般会計からの繰入金

は行っておりません。収支がとれております。 

○坂本会長 福田委員、どうですか。 

○福田委員 これから先は出すか出さんか、ほんなら確認なんてわけはいきませんので、

当然のこと、ただ西伯町はてってやなことが、将来禍根を残すようなことがあっちゃなり

ません。正直なところ言っちょかんとね。補てんをして、現在受益事業をやっておるわけ

ですが、これは率直な姿ですけん。ところが、会見町さんの場合は、全く受益事業として

とんとんでやっておると。しかも、料金が安い。これが逆の場合だったらまだしも、調整

のぐあいもあるかもしれんですけど、もうこれ以上はここでどういう議論をしたらいいか、

ちょっと今定かでありません。提案に対する質問としてさせていただきました。以上です。 

○坂本会長 森岡委員。 

○森岡委員 今の関係なんですけども、だとすれば、両町の制度を継続するっていう表記

の他に、将来にわたって、今、福田委員からあった部分というのはどうせ、いずれかのと

きに修正をかけていくっていう必要があるだろうっていうふうに思うんですよ。だとすれ

ば、両町の制度を継続するけれども、将来にわたっての料金についての検討をするくらい

の意向を繰り入れておかないと、制度をこのまま継続するっていう条件でっていうのがい

つまでも残っちゃうと、後でまずくはなりゃせんだろうかなっていうふうに思うんですが、

その辺の、これ加入料金にしても同じだろうと思うんですね。若干、調整方針なんかを加

えておく必要がありはしないだろうかというふうに思うんですが、いかがなもんですか。

（発言する者あり）ということで、とすれば、それはそれでいいと思うんですけども、割

とこういったことを料金、直接、料金の関係なんかについてはいつまでも残るタイプ、な

りがちじゃないかなっていう気がするんです。（発言する者あり） 

○坂本会長 米澤課長。 

○米澤課長 今回の提案の件につきましては、これはあくまでも合併時のための、調整の

ための、これ提案でございます。今、委員さんのおっしゃいましたことにつきましては、
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まちづくり計画の方でやっていきたいと考えますので。 

○坂本会長 宇田川委員。 

○宇田川委員 ちなみに西伯の水道の加入率と会見町の水道の加入率を。例えば１，２０

０万なら１，２００万の一般会計投入するのに何％でしておられるか。（発言する者あり） 

○坂本会長 西伯の簡易水道の人口を言やええじゃないかな。簡易水道会計全体に繰り入

れしとるわけだけ。（「そげだ」と呼ぶ者あり） 

○坂本会長 藤原課長。 

○藤原課長 簡水につきましては、ここにありますように９６％の普及でありまして、集

落でいいますと、１集落とごく一部接続が未加入の部分があるということでございます。

（発言する者あり） 

 上水道につきましては、御案内のとおりの普及率でございます、１００％です。 

○坂本会長 よろしいですか。 

 森岡委員。 

○森岡委員 ６ページのいわゆる水道の設置の事業者、今ばらばらで、ダブったもんがあ

るんだっていうことを前に説明いただいたんですが、現時点でダブリを外いたときに、業

者数っていうのはどれくらいになりますか。ダブリがあるっちゅうことをおっしゃったか

ら、多分その数字出てると思うんで。ちょっとこれは聞かせてもらやいい、そっから先に。 

○坂本会長 米澤課長。 

○米澤課長 西伯町が３５社ですか、それから会見町が４１社でございますが、ダブリが

３０社ございます。 

○森岡委員 ３０社ダブリがあるっちゅうことは、４７っちゅうことですか、残る。 

○米澤課長 ５社の１１ですけん、１６社ですか。 

○森岡委員 １６社入れちゃうんですか。 

○米澤課長 いやいや、ダブってないのが。（発言する者あり） 

○森岡委員 実際残った分が何ぼになるかちゅうことを聞いてみるだけで。（発言する者

あり） 

○藤原課長 ４６社ですね。 

○坂本会長 ほかにございませんか。 

○佐伯委員 ちょっと済みません。 

○坂本会長 佐伯委員。 
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○佐伯委員 参考意見的な面で若干言っておられたんですが、会見水道の簡易とか、ある

いは西伯町の水道を若干つないだらというぐあいになるかというやなことが言われておっ

たんですけども、このことについて、これは両町合併した時点でそういうことも含めて考

えていくという意味のことだないかと思ったんですが、これについては。 

○坂本会長 課長。 

○米澤課長 おっしゃるとおりです。合併後に考えていくということにしております。 

○坂本会長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 ないようです。西伯町の方では、上水、簡水、いずれもこの一般会計からの

繰り入れを行っております。これは政策的な経費だというように思うわけですが、現在の

状況を継続するということは、新しい町において、そういう一般会計からの繰り入れも引

き続いて行うということもあわせて御理解をいただくということだというように私は理解

しておりますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 特になければ次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 そういたしますと、提案事項２番、出納事務の取り扱いについてを議題とい

たします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局より説明をいたします。 

 提案事項第２号、出納事務の取り扱いにつきまして、新町におけます出納事務の取り扱

いにつきましては、別紙のとおり、提案事項の９ページでございます。 

 説明につきましては、総務企画部会、西伯町出納室長、山岡の方から申し上げます。よ

ろしくお願いします。 

○坂本会長 山岡室長。 

○山岡室長 失礼します。出納部会、分科会の方ですが、出納室の窓口の取り扱いという

ことで、西伯、会見両町あるかと思いますが、各町の継続してという、各町の例によると

いうことで、調整方針を出しております。 

 それから、歳計外現金ですが、別紙で、１０ページの方に一覧表をつけております。新

町へ引き継ぐということで方針を出しております。 

 それから、支払い事務の方ですが、支払い日の一覧表、この次の１２ページの方に載せ
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ております。西伯、会見、大体同じような支払い日等なっておりますが、若干違いますの

が、窓口の支払いを西伯町の方はやっておるということで、課題としまして、支払い方法

の統一をしていくということで、調整方針は全体のシステムの中で検討していくんだとい

うことで出しております。 

 それから、指定金融機関の設置でございますが、西伯、会見とも山陰合同銀行、西伯町

が西伯支店、会見町が米子支店ということで、指定金融機関の統一が必要であると。調整

方針としまして、一応両町の指定を継続していくんだということにしております。 

 それから、指定代理金融機関ですが、西伯町の方が鳥取西部農協の西伯町支所、それか

ら会見町の方が鳥取西部農協の会見町支所と、それから鳥取銀行の五千石支店ということ

で、これも統一が必要であろうということで、各町の指定代理金融機関を継続していくん

だということに調整方針を出しております。 

 それから、収納代金の方ですが、西伯町は、鳥取銀行、それから米子信用金庫、山陰労

働金庫。それから、会見町の方が、島根銀行、それから米子信用金庫、山陰労働金庫とい

うことで、若干違っておりまして、鳥取銀行につきましては会見町の例によって指定代理

金融機関とする。それから、島根銀行につきましては、１６年度中に会見町の例によるこ

ととして、１７年度以降は新町において調整をすると。それから、その他の金融機関につ

いては、両町の例によるということにしております。 

 それから、日本郵政公社ですが、西伯と会見とも、現在指定をしておりません。合併に

向けまして指定をするということに、方針を出しております。 

 それから、公金の納付場所ですが、西伯、会見とも指定金融機関、それから指定代理・

収納代理金融機関の本支店、それから会見町の場合は出納室の窓口というのがありまして、

納付場所の統一が必要であると。両町の取り扱いを継続するということで、会見町の出納

室については、庁舎の利用形態をあわせて今後協議をしていくということにしております。 

 それから、指定金融機関の派出職員の駐在状況でございますが、西伯町の場合は、毎週

木曜日の支払い業務、９時から業務の終了するまでの期間、それから定時的に９時と１０

時と３時。それから、会見町の方は、常駐ということで、毎日９時から１時、２時から３

時ということで、派出職員の駐在時間が課題となっておりまして、指定金融機関と調整し

ていく必要がある、調整していくんだということで方針を出しております。よろしくお願

いします。 

○坂本会長 ありがとうございました。出納事務の取り扱いについて、御質疑や御意見は
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ございませんでしょうか。 

○佐伯委員 ちょっと済みません。 

○坂本会長 佐伯委員。 

○佐伯委員 ちょっと教えてきただきたいんですが、公金の納付場所の関係につきまして、

調整方針のほかに、両町の取り扱いを継続するという中身ですが、会見町の出納室につい

ては庁舎の利用形態とあわせて協議するということになっておるわけですけど、これはど

ういうふうに理解したらいいか、ちょっともう一度説明をお願いしたいわけです。 

○米原課長 会見町っていうことより、この間決めていただきました庁舎の位置が旧庁舎

ということで、これからは会見の庁舎と西伯の庁舎にどういった機関を置くのかっていう

ことを含めて検討していかにゃいけんと。その中で、会見町の庁舎の中に出納室を置くの

か置かんのかも含めて議論をしていくと。ですから、会見町の方に出納室みたいなものを

置くんでしたら、今までどおりここでも扱っていかないけんだないかなというふうに感触

は持っておりますが、そういった意味で事務をどこでするのかっていうこととあわせて協

議したいということです。よろしくお願いしたいと思います。 

○坂本会長 佐伯委員。 

○佐伯委員 ありがとうございます。しかしながら、先ほどの答弁の中で、前回の、第８

回の会議の中で、現有庁舎を利用していくということが決定したわけですが、その中で、

これはどういうことかいうことは御案内のとおりでございますので説明を省かせていただ

きますが、その中身としては、それぞれ有効利用ということですから、まだ中身には全然

入ってない状況ですね。そういう中で、この調整方針というのは、とりあえず書いておく

とかしておけばいいとかいうような関係のものではなかろうという考えが私自身がしたわ

けで、少なくともこのことはずっと残っていく、合併時、あるいは合併後も含めて残って

いくという文言ではなかろうかというふうに思ったわけです。そういうことで、特に会見

町の出納室については庁舎の利用形態とあわせて協議するということになれば、西伯町も

同じことではなかろうかなというふうに思ったわけですが、どんなもんですか。もう一度

説明をお願いしたいわけですが。 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 出納業務につきましては、西伯の場合は、合銀さん等金融機関が役場と近く

なりますので、役場の中での収納をやってないと。会見町の場合には、役場と金融機関が

若干離れてますために、役場の方でも出納業務をやっているっていう違いがございます。
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そういった意味で、先ほど申し上げましたように、両方の庁舎の中で業務をどこでどれだ

けするのかっていうこととあわせて協議をしたいということでございまして、合併の協議

会までにはそういった部分も出さにゃいけんわけですから、その部分を含めて検討いたし

ますということで、きょうの提案の中に入ってございませんけども、いずれ庁舎の中にそ

ういった業務を、どこにどれだけ持っていくかっていうことは提案をさせていただきたい

と、そういうふうに考えておりますので、このときにあわせてお願いしたいと思います。 

○坂本会長 よろしいですか。 

○佐伯委員 はい。 

○坂本会長 ほかにございませんか。 

                 〔質疑なし〕 

○坂本会長 ないようでございますので、出納事務の取り扱いにつきましては、以上で終

わりたいと思います。 

 次に、３番、消防・防災事務の取り扱いについてを議題といたしたいと思います。 

 事務局から説明をお願いします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局から御説明いたします。 

 提案事項第３号、消防・防災事務の取り扱いにつきまして、新町におけます消防・防災

事務の取り扱いにつきましては、別紙のとおりでございます。 

 説明につきましては、総務企画部会長の西伯町総務課長、藤友の方から申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

 藤友課長。 

○藤友課長 藤友でございます。そうしますと、消防関係につきまして協議を行いました

結果について御説明をいたします。 

 まず、消防団の組織の形態でございますけれども、西伯町、会見町とも総数的には４分

団ということでございますが、若干その中身の取り扱いが異なっております。西伯町の方

は、本部に１部と２部という分類をいたしております。会見町の方は、本部班ということ

で一本で整理がなされております。西伯町の方は、本部の２部といいますのが、会見町の

本部班や役場職員ということが記載してございますが、そこに取り扱いが異なっとるとい

うことが１点ございます。それから、消防団員の階級のところで、西伯町の方は本部を１

部、２部に分けておる関係で、部長制をしいておりますが、会見町はそういう階級は設置
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がなされてないというふうなことでございます。基本的には、この消防団組織の調整課題

としましては、定数の調整ということを基本にしながら調整方針を見定めております。 

 １点目は、役場職員の定数でございます。今現在は会見町、西伯町で３２名という定数

になるわけですが、新町におきましてはこれを２５名ということで方針を出しております。

それから、１分団から３分団の団員の定員でございますけども、これにつきましてもそれ

ぞれ異なっておりまして、それぞれ分団を１５名に統一をしてあるという考え方で、西伯

町の１分団から３分団の定員につきましては１名減にするという方針でございます。ただ、

西伯町の３分団、それから本部の１部等につきましては区域が大きいということでござい

まして、１５名の定数以外に行っておりますけれども、基本的には１分団から３分団を１

名ずつ減にするという方針を出したところでございます。それから、分団の呼称なり、そ

れから役場消防の分団の呼称等につきましては、庁舎の利用形態等によりまして、合併時

までに決定をしたいというふうに出したところでございます。そこの、ちなみに分団数を

表にまとめております。こういった実態とした、こういった状況になっておるわけでござ

いますが、合併日までに再度調整をしていくという考え方でございます。 

 それから、副団長の定数調整ということもございます。今現在をいきますと、副団長さ

んが４名になるということでございまして、これは新町におきましては、副団長は２名と

いう方針を出したものでございます。 

 それから、制服の関係でございますけれども、条例等におきましては、制服を貸与する

ということにしておりますが、実態としては、会見町の方では制服等が貸与をなされてな

いということもございます。それから、実情としても、団員は制服を着用するということ

が実態的にないわけでございまして、新町においては、制服は分団長以上について支給を

するという方針を出したものでございます。それから、作業服等につきましては、新基準

の作業服に更新をする必要があるということで、これは新町において調整をしていくとい

う方針を出したところでございます。 

 続きまして、報酬、費用弁償の関係でございます。これは、西伯町、会見町、報酬額が

それぞれ異なっておりますし、それから先ほど言いました西伯町のような部長制をしいて

おりました関係で、部長の報酬額が定めてあるということでございます。それから、摘要

のところに掲げてございますけれども、西伯町の方は、役場消防につきましては、報酬は

支給をしていないという実態でございます。出動手当のみを支給すると。それから、会見

町の方におきましては、すべて報酬が支給をされて、なおかつ各分団に機関員さんがござ
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いまして、これにも年額が支給されておるという実態の違いがございます。基本的には、

新町におきましては、役場班の職員消防の関係につきましては西伯町の例によるというこ

とでございます。それから、報酬全般につきましては、西伯町の例によるということにい

たしております。会見町にあります機関員手当は廃止をして、総額的には西伯町の報酬の

方が多くなるわけですが、総額でいいますと、かえって抑制がされるというような実態で

ございます。 

 それから、出動手当につきましては、会見町、西伯町違いますが、これは出動基準の統

一を図るということで、会見町の例によるという方針を出しております。 

 続きまして、１４ページの行事、大会等につきましては、それぞれ取り組みは若干異な

っている部分もございますが、これは新町において十分調整をしていくという方針にした

ところでございます。 

 それから、団員の任用の関係でございます。これも若干、取り扱いが異なっております。

西伯町の場合は、団員は本町に居住をするというのみでございますが、会見町の方におき

ましては、居住または勤務するというとらえ方がしてございます。それから、年齢等につ

きましても、西伯町は１８歳以上、満４５歳までの者ということでございますが、会見町

の方につきましては４８歳までということでございます。これにつきましては、会見町の

例によるという調整方針を出したところでございます。 

 それから、自衛（自主）組織の関係でございます。これは、西伯町におきましては自主

防災組織というものを組織をいたしております。これは組織数で４０、自治会数で５０と

いうことを掲げておりますが、これは大きい集落等におきましては班でまたその組織が分

かれておるというようなことで若干違いが出てきております。西伯町の自主防災組織は、

そこに上げておりますように、災害時の安否確認だとか避難対応、初期消火、そういった

ような災害時のすべての対応について、集落で行動を起こしていただくということにして

おります。その集落の活動等につきましては、単年度補助金等は支給しておりません。た

だし、１３年度にはその自主防災組織を育成するために、単年度限りでいうことで交付金

を支給しておるということでございます。それから、会見町におきましては、自衛消防組

織というものが組織をされております。これにつきましては、世帯割、それからポンプの

維持費等々の補助金が支給されておるという状況でございます。それから、出初め式には

この自衛消防団が参加をするということで、それぞれ人数によって基準が定めてあるとい

う状況でございます。これは、それぞれの組織を今すぐ統一するというようなことはちょ
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っと困難だと、混乱も起きるということございまして、各町の制度を継続をして、新町に

おいてその後調整をしていくというような考え方をしておるわけでございます。 

 それから、消防防災の設備整備でございます。これは、消火栓でございます。これは、

西伯町の場合は町がすべて整備をしておるということでございますが、会見町につきまし

ては地区が設置、維持、修繕、これを地区がやっておられて、補助金を２分の１支給して

おられるという状況でございます。それから、ホース等の維持、修繕等につきましては、

両町ともすべて地区が対応しておるということでございまして、消火栓の整備については

西伯町の例によるという方針をいたしたものでございます。 

 続きまして、１６ページでございます。防災備蓄の関係を上げております。これにつき

ましては、両町とも県の防災備蓄の連携体制というものによりまして、そこに３ユニット

と１ユニットの整備済みということで上げております。ここで、１ユニットというような

聞きなれない言葉が出てきておりますが、これは県の方で西部地震以降、県下統一をして、

備蓄品を整備をするということが打ち出されまして、これに伴いまして、１ユニットとい

いますのは、大体避難人口２００人分で、品目が１８品目が定めてあります。これを統一

をして整備をしていくという考え方でそれぞれ取り組んだ結果でございます。西伯町の方

は３ユニット、それから会見町は１ユニットということで整備をいたしております。これ

は、かなりの面積、備蓄場所等におきまして面積を必要とするというようなこともござい

ます。本町、西伯町の方は備蓄倉庫を整備しておりますし、それから会見町の方について

は備蓄倉庫と庁舎の２階に整備がなされておるということでございまして、これは備蓄品

の一元管理というようなことで、新町において調整をしていくという方針を出したもので

ございます。そこに備蓄品の保存期間から始まりまして、４品目ほど上げておりますが、

これはちょっと代表的なところをとらえたわけでございます。先ほど言いましたように、

これの品目がほかにもまだ１４品目あるということでございます。そういったことで御理

解をしておいていただきたいというふうに思います。 

 それから、消防団の設備関係でございます。西伯町は、公設ということでポンプ車２台、

それから小型ポンプの積載車３台を整備しております。会見町におきましては、公設でポ

ンプ車が３台。これは各分団に配備をされておるという状況でございます。会見町の方は、

購入時に地元より１０分の１の負担をいただいておられるという状況でございます。これ

につきましては、いずれ機材の更新等の問題もあるわけでございます。これは新町におい

て調整をしていくという方針を出しております。 
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 それから、消防施設整備の関係でございます。これにつきましては、公設消防に係る部

分は、西伯町の方はすべて町が負担をするということでございます。それから、会見町は

先ほど言いました、ポンプ車購入時に一部の負担がという状況でございます。それから、

自主防災組織に係る部分と自衛消防団に係る部分との取り扱いの違いがあるということで

ございまして、自衛消防団に係る部分につきましては、会見町の例によるという調整方針

を出しております。それから、防火水槽につきましては、これは負担割合は両町とも同じ

でございますけれども、ただ西伯町の場合は、用地を地元が出されるということになりま

すと、その一部負担金は徴収をしないということにしておりまして、新町においては、こ

れは西伯町の例によるという調整方針で考えておるところでございます。 

 それから、消防委員の関係でございます。これは委員数が異なっておりますけれども、

これは西伯町の例によるという調整方針でやっておるところでございます。 

 えらい前後しますが、先ほど言いました防火水槽の整備のところで、西伯町の例による

ということを申し上げましたが、ちょっと印刷が落ちておるようでございますけれど、訂

正をして記入をしてやっていただきたいと思います。 

 続きまして、消防団員の福祉共済制度の関係でございます。これは両町とも同じ制度を

利用しておりますので、制度を継続をするという方針でございます。 

 それから、表彰の関係でございます。これも若干会見町と異なっております。西伯町の

方は、団長表彰というものもございます。会見町の方には、町長表彰だけということでご

ざいまして、これは表彰基準の統一をする必要があるということで、新町におきまして調

整をするという方針でございます。 

 それから、退職金につきましては、これは会見町と西伯町も同じでございまして、両町

の制度を継続するという方針でございます。 

 それから、賞じゅつ金の関係でございます。これも同じ制度でございまして、両町の制

度を継続をするという方針でございます。 

 それから、火災共済の加入の関係でございます。これは両町とも伯耆農業共済組合に加

入をしておるということでございまして、両町の制度を継続をしていくということでござ

います。  

○坂本会長 ちょっと詰まっておりますので、ここで１０分程度休憩したいと思います。

再開を３時１０分にいたしますので、よろしくお願いします。 

（午後２時５８分 休 憩） 
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（午後３時１３分 再 開） 

○坂本会長 再開いたしたいと思います。 

 引き続いて、防災関係、よろしくお願いします。 

○藤友課長 そうしますと、引き続きまして防災関係について御説明をいたします。 

 防災無線の関係でございます。これは固定局と移動局ということで２つに分けておりま

す。固定局につきましても周波数がそれぞれ異なっとるというような問題もございますけ

れども、いずれにしましても現在のそういう機種がかなり古くなったということでござい

まして、基本的には新町の総合情報通信基盤整備の中で検討していくという調整方針を出

したところでございます。それから、移動系につきましては、これはいずれにしましても、

今度は新規に無線局の許可を得て、業務を継続をしていくということになろうかというふ

うに思います。 

 それから、防犯灯の関係でございます。西伯町の方では７８本ということでここに上げ

ておりますけれども、これは集落内のは含まれておりません。集落間につきまして町の方

で設置をしておると。これについては町の方で維持費も電気代等の支払いも行うというこ

とでございます。それから、基本的には、集落内の防犯灯につきましては、希望がありま

すれば町の方で予算化をして、設置をして、あとはすべてが集落内で維持管理をしていた

だいておるという状況でございます。それから、会見町の方につきましては、４５６本と

いうことを掲げてございます。これは、すべて集落内に設置をされておる本数でございま

す。会見町の方はすべて集落が設置をして、集落が維持費も払うということでございます。

防犯灯の設置につきましては、そこへ上げております維持、改良、新規というようなこと

で、それぞれ補助金が出したというようなことでございます。これにつきましては、西伯

町の例によるという調整方針を出したところでございます。 

 次が、地域の防災計画の関係でございます。これは、西伯町では現在１５年度に改定を

するということで、今、作業を進めておりまして、会見町は既に防災計画がございますが、

これも見直しをする時期に来ておるということでございます。いずれにしましても、これ

は新町におきまして調整をしていくという方針でございます。 

 防災会議でございます。これもそれぞれ組織もございますが、委員の構成等が異なって

おります。これにつきましても新町において調整をするという方針を出したところでござ

います。 

 災害対策本部の関係でございます。これにつきましても、一応町では分庁方式というよ
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うなことも決まったわけでございます。行政体制に即した本部等の設置ということが課題

になったところでございますが、これにつきましても新町において調整をするという方針

を出したところでございます。以上でございます。 

○坂本会長 ありがとうございました。ただいまの説明を受けて、御質疑や御意見をお願

いしたいと思います。 

 消防の方からいきましょうか。 

 宇田川委員。 

○宇田川委員 この役場消防の職員の団員の出動手当ではなくて、年間の報酬について、

この西伯町の例によるということですけども、会見町の場合は、役場に勤務する職員でも

各分団に所属する職員、また役場の本部班という、そういう役場班と位置づけられる職員、

それにおいての、そこに格差が生じてくるという点についてはどのような調整、今この西

伯町の例によるということなのか、それとも現状なのか。その場合には、仮に隣り合わせ

た机で、片方では出動手当のみということになれば、そういうことを言っていいのか悪い

のかなんですけど、指揮に影響してもくるし、その辺の部分。たまたま昨日、今度２４日

ですか、西部の消防訓練が当会見町で行われますけども、特に役場班というのは、いわば

８時までに出てきてごせとか、かなり無理はたくさんお願いする部分があったり、仮に実

際に火災等の場合は本部班として、やっぱりかなり、活躍という言葉は、活躍してほしく

ないんですけども、一生懸命やらないけんという部分があって、そこでこういうことに限

ってばっさり切ってしまうというのはいかがなもんかなということ、きょう結論をいただ

かなくて結構ですけども、そういうところを慎重に協議をしていただいて、よりよい結果

を出していただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いします。以上です。 

○坂本会長 質問じゃないですな。 

○宇田川委員 質問も含めてですけど、きょうは提案ですけん、それ以上のことを私は踏

み込めませんけどもということの前置きのつもりでございますけん。答えだい何だい要ら

んけどもそういう、答えられれば結構。でも、そういう部分がないと、使うときだけはが

っがらがっがらこき使っちょいて、それであとは知らないよてって、それでは余りにも皆

さんの、特に町民の皆さんのそういう生命やそういうところに出動させる、号令一下で動

かせる片方の役としては、私は大変だなというふうに思いますので、十分に次回までに検

討をお願いしたいということです。 

○坂本会長 見解を。 
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 米原課長。 

○米原課長 失礼します。会見町の総務課、米原です。先ほどの宇田川委員さんの御指摘

が、西伯町の方はわかりにくかったかと思いますが、会見町の場合、１分団２分団という

ことで、各集落、各集落というたら３集落ございますが、その中に３分の１程度が役場の

職員が入っております。さらに、役場の職員が本部班ということで勤務上で、ですから、

この本部班でおります職員と、各分団での団員であります役場の職員が２つおると。それ

から、西伯の場合はそういったものが、各分団には役場の職員がいないという現状の違い

がございまして、先ほど御指摘がありましたように、本部班につきましては、役場の職員

であるがために本部班になってくれっていうことの経過でございまして、この者について

は給料を払っておる関係上、西伯じゃないのなら、この際やめるべきじゃないかというこ

とでございます。 

 それから、もう一つの、同じ、隣におって、片方の職員は１分団、集落の団員だという

ふうについては、これは役場の職員であるがためになったということはなくて、各地域の

中からの選任をされた団員ですとか、たまたまそれが、勤めが役場であったっていうこと

でございまして、同じ役場だからということからすれば認識は同じになりますけども、そ

うするとほんなら農協の職員だ、あるいは郵便局の職員の方がなっとったときにはどうな

のかっていうことを考えますと、やはり役場の職員ではない者がなったものについてはこ

の際遠慮していただいて、ただ同じ役場の職員だかもしれんけども、その地域から出てい

ただいておる団員については、農協の職員であろうと他の会社の職員であろうと同じよう

な扱いをすべきではないかと、という考え方でおりますので、そこら辺の方を御審議して

いただきたいと、そういうふうに思っております。ですから、同じ役場の職員の中で、職

員がためにという者と、そうではない者とはやっぱり分けんと、全員の団員に手当を払わ

ないけんということに戻ってきますので、そこら辺の方、いろいろ疑問点があろうかと思

いますけども、そこら辺のところをあわせて御審議していただきたいなというふうには思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。（発言する者あり） 

○宇田川委員 きょうは提案だけだけん。私はこれから先は言わんけども、われ、いけや

れってってしまわやんなら、おい、サイレンが鳴っちょうぞ、早行けやれ、おまえやちゃ

そんなとこへ行かれだかや。 

○坂本会長 聞けば聞くほどごもっともなお話で。 

 ほかにございませんか。 
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 梅原委員。 

○梅原委員 １９ページの防犯灯のことですが。 

○坂本会長 とりあえず消防。 

○梅原委員 消防だけか。 

○坂本会長 とりあえず。 

○梅原委員 了解です。 

○坂本会長 念のため、私から一つ聞かせてもらいたいですが、１４ページの団員の任用

は会見町の例によるいうことですから、いわゆる本町に居住または勤務するということで

いくわけですな。 

○藤友課長 そうです。そういう考え方です。 

○坂本会長 わかりました。 

 皆さん方の方で何かございませんか。 

○佐伯委員 ちょっと済みません。 

○坂本会長 ありますか。 

 佐伯委員。 

○佐伯委員 ちょっとお聞かせ願えたらと思っておるんですが、この制服の関係ですけど

も、これ今現在どういうふうになっておっていうことですが、お聞かせ願いたいと思うん

ですが、調整方針としては、制服は分団長以上に支給、新町において調整ということにな

っておるわけですが、今現在がちょっとわかりかねたもんで、その点も含めてお願いした

いと思います。 

○坂本会長 細部を説明してください。 

 藤友課長。 

○藤友課長 団員の制服の関係でございますが、西伯町におきましては、全団員に制服が

支給してございます。会見町におきましては、条例等ではございますけれども、それが支

給がなされてない、制服の方ですが支給がなされてないということでございまして、新町

においてはこれを、分団長以上についてはいろいろ、制服の着用等の必要な事態も生じて

くるわけでございまして、分団長以上には制服を支給をして、団員につきましては、制服

じゃなくて作業服というのがいいですか、略服というのがいいでしょうか、そういったも

のを団員には、新しい基準のものを更新をして支給するという考え方でございます。 

○坂本会長 藤友課長さん、制服の意味をもうちょっと砕いて言いならにゃわかりにくい
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んじゃないの。制服てって言ったらもう、消防団の服着ちょうのは全部に制服に見えるっ

ていうのが一般的だけん。だけんその制服の意味てっていうのをもっと砕いて言いならに

ゃ。 

○藤友課長 済みません。先ほど言いました制服っていうものは、私なりに理解して説明

したわけですが、制服と言っておりますのは、いわゆる黒の背広ではありませんが、式服

っていいますか、そういったものを、礼服っていいますか、そういったことを制服という

とらえ方で説明したところでございます。 

○坂本会長 佐伯委員、どうですか、いいですか。 

 森岡委員。 

○森岡委員 １点だけ、１５ページの関係で、説明はいわゆる自主消防の扱いの関係で、

新町で調整をするんだっていうことの説明を受けましたからよろしいんじゃないかなと思

うんですけども、結局、出初め式に多分、会見町の場合には、自衛消防の方も出初め式に

参加しておられる。西伯町では、正規の団員だけでやっておられるっていうことの違いか

らこういうのが出てくるんじゃないかなって思うんですが、半年ありますから十分間に合

うと思うんですけども、いいふうな調整をして、せっかくそういった意識高揚のために使

っておられる制度というものが生かせるような仕組みを考え、将来ですね、いただきたい

なっていうことをこれはお願いをしておきたいというふうに思います。 

○坂本会長 答弁はええですか。 

○森岡委員 よろしいです。 

○坂本会長 ほかにございませんか。 

 板委員。 

○板委員 先ほどの町長さんが質問、今されたんですけど、本町に居住または勤務という、

この勤務が、非常に私も何か気になるんですけど、勤務ということになると本当に転勤が

あったり何だかんだで、入り繰りが結構あるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺

今まで会見町さんで勤務されとる方がいらっしゃって、何か支障があったとかなかったと

か、そういったようなことは何にもないんですかね。 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 会見町の場合は、先ほど言いましたように、１分団、２分団、３分団につい

ては集落の中から出ていただきますが、入れば役場の職員が、町外から採用になった職員

が役場の職員になったときに本部班に入るというのが現状でございます。したがいまして、
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今までなかったんですが、このたび２名の職員を町の職員を西伯町あるいは南部箕蚊屋連

合で来た２人がたまたま米子市から入ってて、本部内１分団に入っておりました。したが

いまして、１分団についてはええんですが、本部班については住居が違うために退団した

っていうのがこのたびございました。それまでは役場の職員の中だけだったもんですから、

ありませんでした。 

○坂本会長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

                 〔質疑なし〕 

○坂本会長 ないようでございますので、次、防災の方に行きたいと思います。 

 １９ページ、御質疑はございませんか。 

 森岡委員。 

○森岡委員 防災関係で、１つ御説明いただきたいんですが、防災無線の固定系ですか、

上ですな。双方向の総合的な云々ちゅう形で、これはわかるんですが、そういった整備計

画の中で、将来的には廃止の方向で検討という表示がありますよね。総合的なＩＴの関係

なんかも含めて考えてあるんでしょうけども、将来的には廃止の方向で検討するというこ

とが、もうちょっとこの説明を、本当にこれ廃止でよろしいんでしょうかね。ちょっと気

になる部分がありますもんで、実際には新町で調整という、事実上の表示があるんですけ

ども、情報通信整備の中で十分可能だということでこういう表示になってるんでしょうけ

ども、ちょっと気になるですので、解説を。 

○坂本会長 藤友課長。 

○藤友課長 ちょっと説明に舌足らずの点があったというふうに思います。そこに上げて

おりますのは、基本的にはこの防災無線というのは廃止はしないわけでございます。新し

い双方向のそういった機能的なものが新たに整備ができるんではないかという基本的な考

えの中で、今現在あるこの機種についてはいずれそういう廃止というような方向になるん

ではないかというような意味合いでの表現でございまして、ちょっと説明が足らなかった

という、基本的には廃止はしない。防災無線という機能は残しますけれども、現在ある両

町の機種がもうかなり年数古うございますし、これからの時代に合わないということも想

定できるわけでございまして、その機種を廃止をして、新たな双方向でもできるような新

型の通信網の整備をしていくという考え方でございますので、説明が不足しておりました。 

○森岡委員 結局、新しいものに切りかえていくっちゅう意味での廃止ですね。 
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○藤友課長 はい。 

○森岡委員 ほんならわかりました。 

○坂本会長 これはわかるように今度はちょっと。 

○森岡委員 ちょっとこれ表現がへんだけん、みんななんならかいちゃうぞというふうに

受けとめちゃったもんですから。 

○坂本会長 梅原委員。 

○梅原委員 １９ページの防犯灯のことですが、会見町内は集落内だけという表現で説明

受けましたが、これをすべて廃止と。西伯町の例になるということは廃止になるわけです

が、すべてこの補助金もカットということだろうと思いますが、そうしたときに会見町の

方の集落間といいますか、そういったものはどの程度あるですか、ここはわかりませんが、

その辺との兼ね合いどうなんですか。これは集落内だけか、それとも集落間も入っておる

のか、この４５６本には。 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 会見町の場合は、集落間というのはほとんどございません。若干ある集落は

ございますけども、とにかく集落間にあっても集落の人がつけられて、集落の人が電気代

を払っておるという実態でございます。そういったことで、会見町の場合には、集落間の

民家がないところでの防犯灯っちゅうのがほとんどないのが実態でございますので、そう

いった部分については町で設置し、町で電気代を払い、管理すれば、会見町の方にも集落

間の防犯灯ができるんではないかっていう考え方でございます。したがいまして、西伯町

さんがやられてます集落間であろうと、集落内であろうと、新規の要望が出た場合には、

予算の範囲内で町が全面的に町費で設置をして、集落間の部分については町が電気代払っ

て、集落内の部分については地元で払った方が防犯灯の普及にもつながらせんだろうかな

っていうことで、会見町の方式の、集落内での補助金はなくして、そういった方法をとっ

た方がよかろうじゃないかという考え方でございます。 

○坂本会長 梅原委員。 

○梅原委員 そうしますと、会見町では集落内の数だけだから、集落間を新規に設置する

という考え方ですな。それで、すべてのこの４５６は補助なしという考え方ですよね。 

○米原課長 ですから、今、会見町の場合が４５６基の部分について、１基当たり６００

円の補助金が年間に出ております、１基当たり。ですからそれを、そのものをやめて……。 

○梅原委員 集落内のもんですか、どうですか。この４５６本は。 

－33－ 



○米原課長 先ほど言いましたように、会見町でいえば、円山のところに若干集落間とい

うのがあります、数本。だけど、集落間であろうと集落内であろうと、会見町の場合には

集落のものだということで集落の方がつけられて、集落の方が電気代払っていますから、

それについて１基当たり６００円払っちょるっていうのが実態でございます。ですから、

集落間の方につけるのがなかなか会見町の場合はできてないというのが実態かなと。そう

いう意味とは違う。 

○梅原委員 そういう意味だけど。 

○米原課長 ですから、４５６が、ほとんどが集落内ですが、集落間にも若干あるって…

…。 

○坂本会長 梅原委員、どうですか。 

○梅原委員 そうしますと、これまで多少の補助は出て、非常に集落内で防犯に対して根

強い動きやっておられるんですがね。そういうものがちょっとカットされるとなると、集

落の皆さんが非常に防犯に対する意識が薄れてくるんじゃないかなという感じがしますが、

どうでしょうか、その辺は。（発言する者あり） 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 ですから、先ほど言いましたように、大変西伯と会見との違いは、基本的に

集落内であろうと集落外であろうと、会見町の場合は地元の人が全額払われて、それに新

規であれば１回きり６，０００円の補助金が出ますよと。それから、何年前に設置された

分についてでも、１基当たり年間６００円の補助金がございます。ただそれを、西伯の場

合については、集落内であろうと集落間であろうと、新規に出たものについては町がすべ

て、町のものとして設置していくと。ただし、その電気代あるいは維持管理については地

元でやってくださいと。ここの根本的な部分が違いますんで、今、西伯町の例によるとい

うことになれば、会見町の中で集落間がまだ足らんということがあって、要望があれば、

そこのところに設置は町がしますよということでございます。ですからそこら辺が、設置

については町がしますが、電気代、維持費についてはその集落間については町が見ますが、

集落内は地元で見るとっていうことの違いがありますんで、そこら辺が、西伯の方がよろ

しいんではないかっていうことの考え方でございます。 

○坂本会長 梅原委員。 

○坂本会長 その集落間、例えば会見町で、集落間は町で面倒を見ますっていうことにな

ると、無数に数がね、要望が出るんじゃないかと予測されます、正直言ってね。その辺は
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大丈夫ですか、対応は。 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 そこら辺が、ほんなら全部が全部地元じゃなくて、年次計画的に予算の範囲

内でっていうことでございまして、会見町の集落間と西伯町の集落間比べますと、西伯町

の方が集落間っていうのが大変あるんじゃないかというふうに思っております。そういっ

た意味で、ほんなら全部が電気１０メーター置きに全部立つかなっていったらそうじゃな

い。やっぱり集落間の間なら１００メーター置きとるか、そういった基準を設けながらや

っていきたいなというふうに思っていますけども、そこら辺はこれからきちっとは詰めて

はいきたいと思いますが、基本的に会見町には集落間ないから、その集落間を設置するた

めにはこういった方法をせんと、会見町は集落間の防犯灯というのはできかねないのかな

ということから、西伯方式の方を選択したと、ちゅうことでございますのでよろしくお願

いいたします。 

○坂本会長 福田委員。 

○福田委員 関連で、逆の言い方になるかわかりませんが、いわゆる西伯町の場合は７８

本、これも当然ここに書いてあるとおりでございまして、この集落間に設置をして実際に

は負担しておるわけでございます。例えば、ニュータウンの場合は月に何十万という自治

会、総会のときなんかも電気代ということで上がってくるわけでして、それはそれで現況

でいきゃええわけです。ところが、設置数をやっぱり上げておいて、こういう議論になっ

て、今度なかなか、会見町さんの場合、四百数十本ですから、私はどうかなという実は気

がしております。西伯町の人間にとっては、今もうこれでずっとやっておりますから別に、

ああそうかと思って、私も感じておりましたけども、本当にさっき梅原委員がおっしゃる

ようにだとすれば、逆に西伯町も集落で持っておる街灯というものが防犯という位置づけ

でどれだけあるかということをやっぱりこの席上で出していただいた方がいいかなと思い

ますんで、きょうもう数字がすぐ出なきゃ結構ですから、できれば今度目には若干そうし

た調査をしていただいてあげてほしいなというぐあいに思っております。 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 会見町の場合は、先ほど言いましたように、集落間であろうと集落内であろ

うと、ここの集落の人が管理、電気代払っておる方についても毎年６００円払いますから、

その管理、何ぼあるかというのはすぐわかりますが、西伯の場合は、先ほど言いましたよ

うに、設置すればあとすべて地元だということですから、集落の集計来ていませんから、
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ここに数が上がってこらんというのが実態でございますので、そこら辺は各集落で区長さ

ん等に数をせんとわからんのかなというふうに思います。ただ、この７８本というのは、

集落間の部分を町がつくって、町が電気代払っているのが７８本ありますよという……。 

○福田委員 それは理解はしてます、それはね。 

 それともう一つは、今おっしゃるように、西伯町も歴史上、社会福祉協議会に頼んでつ

けてもらった分とか、町に頼んでもらって集落が管理しておるとか、内容はいろいろある

んですよ。ところが、現実に町が管理をしたり、集落が管理しておる防犯灯が実際に何ぼ

あるかということが我々も今ここで見ても掌握できませんし、行政もこれから調べなきゃ

わからんということは当然だろうと思っております。しかし、制度がこのように変わると

いうことになれば、やっぱり実態というものを知っておかにゃいけんなという気がしたも

んですから……。 

○米原課長 若干補足でひとつ。会見町の４５６本もすべて全部部落がつけたかっていう

ことではございません。中には補助事業で道路改良したときに防犯灯を、補助事業つけて、

そのまんま部落が管理していますっていうのがいろいろありますけども、そこら辺の内訳

はどうかてって言われると、ちょっと今の時点で、これは町がつけた分か地元がつけた分

かっていうのはわかりにくいわけですけども、やっぱり町にも、昔から商工会がつけられ

た分もございますし、いろんな形態はございますが、最終的には部落管理っていうことで

なっておるもんというのが４５６本で、すべてが部落がつけたっていうことではないもの

が会見町もあると思いますので、つけ加えておきたいと思います。 

○坂本会長 宇田川委員。 

○宇田川委員 基本的に防犯灯というのは頼んで、私はつけてもらうもんじゃないと思う

だ。自分やちの自治を、そういう安全を守るために我々がつけて、それに対して補助する

っていうのが基本的な形じゃないかと私は思うわけで、頼まにゃつけてもらえんなんてい

うものの考えだなしに、やっぱり防犯、そういうことに、夜ね、明るくしようと。自分や

ちがやっぱりつけようと。それに対して、行政としてこれだけの補助を上げましょうと。

やっぱりそういう形は基本的な原則と違うのかなと思うけど、あなた方の見解はどう。 

○坂本会長 藤友課長。 

○藤友課長 宇田川委員さんのおっしゃるとおりだというふうに思いますけど、ただ防犯

灯も、確かに集落内では自らそういったことでやるというのも基本的なスタンスでええだ

ないかというふうに思いますが、ただ集落間になりますとなかなか、ほんなら何キロもそ
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この集落だけが負担するというようなことになりますと、必要であってもなかなかやれな

いという実態もあるわけでございまして、そういったところ等については当然設置は町の

方でつけるとして、ただどこの部落がそこを維持するかていうのも難しいわけでございま

すから、そういった部分については町の方で管理をしていくという考え方でございます。

確かに集落内についてはそういった、あくまでも集落が設置をするというのが基本でやる

わけでございますが、また西伯町の例でいいますと、以前からそういった箇所については

区長要望なりで上げていただいて、それを社会福祉協議会の方でやったり、町で年次的な

予算を確保しながら設置をして、あとは地元で維持管理はしていただくというスタンスで

来ておるわけでございます。そういったことでひとつ御理解をしていただいたらというこ

とです。 

○坂本会長 ほかにございませんか。 

 森岡委員。 

○森岡委員 次の２０ページで、防災の計画なり、あるいは防災会議の関係、これを生か

す活動等があっちゃならんのですけども、特に防災会議の新町において調整っていうのは

ちょっと気になるなって思うんですよ。というのは、その調整するまでにあったときには

どうするかっていうこと。その部分がちょっと気になりますので、ないことを願いますけ

ども、１０月１日に発足しようっていう、今、話進めてますよね。新町において、防災会

議なるものをせにゃいけんことが起こったときにどげなふうにする考えなのかっていう部

分はちょっと考えておく必要がありゃへんでしょうかな。ないことを願いますよ。この防

災会議の仕組みができるまで起こらにゃええけども、そのときのこということです。 

○坂本会長 藤友課長。 

○藤友課長 防災会議の考え方でございますが、先ほど森岡委員さんの御指摘の点につい

ては、私どもは西伯災害対策本部、本部の方がそういった考えでおられるのであれば、重

要ではないかなというふうな理解をしております。 

 防災会議につきましては、今、私の方では１５年度に全面見直しをして、震災編等も入

れて計画変更を今しておる段階でございまして、これを今度は新町になりますと、会見町

も含めた新町での総合的な計画ということになってくるわけでございまして、そういった

計画を見直すということになりますと、まずこの防災会議でいろいろまた御審議をしてい

ただくということになるわけでございまして、どっちかといいますと、災害対策本部の方

が新町において調整ということでは、確かに御指摘の点で問題が含んでおるのかなという
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ふうに理解はしておるところでございます。 

○坂本会長 森岡委員。 

○森岡委員 防災会議も防災対策本部も、そのいずれの防災計画もしかりだろうと思うん

ですけども、実際に本部を設置して、動かさにゃいけんようなことがあっちゃならんけど

も、それに対する策っちゅうのは、どっちかのものを使って、でき上がるまではやるんだ

よっていう基本の考え方だけは持っておく必要があるんじゃなかろうかなというふうに思

いますんで、そこら辺を検討いただけりゃよろしいと思います。 

○坂本会長 ええですな。 

 ほかにございませんか。 

                 〔質疑なし〕 

○坂本会長 ないようでございますので、消防・防災事務の取り扱いについては以上で終

えたいと思います。ありがとうございました。 

 ４番、選挙事務の取り扱いについてを議題といたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局です。提案事項第４号、選挙事務の取り扱いにつきまして、新町にお

けます選挙事務の取り扱いにつきましては別紙のとおりでございまして、提案事項の２１

ページで行います。 

 説明につきましては、総務企画部会等会見町総務課、米原課長より説明をいたします。

よろしくお願いいたします。 

○坂本会長 米原課長。 

○米原課長 そうしますと、２１ページの選管分科会についての説明をさせていただきま

す。 

 まず、選挙管理委員会の組織なんですが、任期が４年で、若干就任の時期が違いますけ

ども、４年間で４名でやっております。これについては、調整方針等ここに書いてござい

ますけども、合併時においては両町であります現在の委員さんから、８名おられますけど

も、この中から４名委員さんを選んでいただいて、その中の互選によって委員長さんを決

めていただいて、合併後の町長、町議の選挙についてはこの委員会でやっていただきまし

て、新しい合併後の選挙の関係、議会とかでき上がる中で新しく選挙管理委員を選出して

いただくということでございます。 
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 それから、事務局につきましては、現在総務課の方で両町ともやってございますが、こ

れも先ほどございました分庁方式での組織の、組織というか、各課の体制等が決まり次第、

決めた中でどこの部署に持っていくのかっていうこともその中で検討していきたいと思っ

ております。 

 それから、報酬につきましては、西伯、会見とも、委員長、それぞれ委員、２００円ず

つ違いますけども、これはその他の関係で、常勤職員等の報酬が西伯と会見と異なってご

ざいますので、そちらの方であわせて、全体のものもあわせてそこで協議したいと、そう

いうふうに思っていますので、この中での違いはそういうふうに御理解いただきたいと思

います。 

 それから、明るい選挙推進協議会、これもございますが、会見町の場合は任期が１年で

ございますし、西伯の場合２年でございます。こういった任期の統一を図って、西伯町の

例によって２年にしたいなというふうに思っております。 

 それから、構成員につきましては、新町において調整するということでございます。こ

れは年に数回、県の主催の会等ございますので、そこに出席して、明るい選挙を進めてい

くというものでございますので、新町において調整をいたしますというものでございます。 

 それから、選挙の執行で、投票区の数等でございますが、西伯町が７カ所、会見町が３

カ所でございますが、これは両町の制度を継続するっていうことで、新町になったら１０

カ所でやっていくと。今までどおりのものでやっていくと。それから、ポスターの掲示場

も、西伯町は５６カ所、会見町２４カ所ございますけども、これの合わせた数字を新町に

おいて継続していきますということでございます。 

 それから、開票区ですけども、西伯町、会見町１カ所、それぞれ西伯プラザと会見町公

民館でやってございますけども、これについては新町において調整するということで、物

の考え方としては、会見町の公民館ではちょっと狭いかなというふうに思いますけども、

本庁になるのか支所になるか、そこら辺の部分もあわせまして、そこら辺の制度等の物の

考え方とあわせて決めていくという考え方でございます。 

 それから、選挙公報でございますが、西伯の場合は、首長、町議等も発行していますが、

会見町は発行していないと。そういうものについて、西伯の例によって、町長、首長の選

挙であっても広報紙を発行したいという考え方でございます。 

 それから次、報酬等の考え方でございますが、選挙長、あるいは投票管理者、開票管理

者等の日当等はすべて同じでございますので、両町の例によるということでいきたいと思
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っております。 

 それから、選任の関係でございますが、２２ページはぐっていただきまして、選挙長が、

西伯町の場合には選管事務局長、すなわち総務課長がやっておりますし、会見町の場合は

選挙管理の委員長がやってますということで、選挙については事務と選挙管理委員会と分

けた方がいいということで、会見町の例によるということで、選挙長については選挙管理

委員長にやっていただくということでございます。それから、投票管理者については同じ

でございますんで、両町の例によりますと。それから、開票管理者の方も先ほどありまし

たこと、開票管理者は、西伯の場合は総務課長であります選挙事務局長やってますと。会

見町の場合は、選挙管理の委員長をやっておりますので、ここについても会見町の例によ

って選挙管理委員会と事務局との立場を分けらいいだないかという考え方でございます。 

 それから、あとにつきましては両町同じ制度でございますので、立会人、投票立会人、

開票立会人についても思う同じようにやっていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○坂本会長 ありがとうございました。選挙事務の取り扱いについて、御質疑や御意見ご

ざいませんか。 

 宇田川委員。 

○宇田川委員 一番上の調整方針の地方自治法施行令に定める特例というのは、これは結

局、例えば８人おられて、その中で互選されて４人に絞られるだね。その特例というのは、

ただそれだけ。 

○米原課長 ですから、町がなくなったら首長さんの辞任、議員さんは特例があってあれ

ですけど、うちの場合は解散っていうですか、なくなるということですから。選挙管理委

員会の場合は、本当なくなるんですよね。だけど、なくなったら議会が残されとらんのに

ということはその先も選挙せにゃいけんということで、選挙管理委員さんだけは、選挙管

理委員さんの８名になったら４名互選してもらって、その中で委員長さん決めてもらって

やっていくよっていうことで御理解をお願いします。 

○宇田川委員 そげって書いてるな。 

○坂本会長 よろしいですか。 

○宇田川委員 はい。 

○坂本会長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○坂本会長 ないようでございますので、選挙事務の取り扱いについては以上で終えたい

と思います。 

 日程に従いまして、６番、報告事項に移りたいと思います。 

 （１）まちづくり委員会での話し合いの概要についてを御報告をいたしたいと思います。 

 事務局。 

○桐林次長 では、まちづくり委員会での話し合いの概要についてについて御説明いたし

ます。 

 本来ですと、事案をお配りするときに同時にお届けするというでございましたけども、

一部ちょっと間に合いませんで、本日お手元にお届けしております。全文もお出ししても

なかなかちょっと読みづらい面等もございまして、私ども事務局の方でどのようなやりと

りがあったかをまとめたものを今回お手元にお届けしております。 

 内容につきましては、意見、要望であったり、質疑であったりということで、さまざま

でございますけども、ちょっとまだ最初ということで、掲載も多少分科会によって違った

りしておりますけども、この概要につきまして今後まちづくり計画をつくっていく上での

参考意見ということでお手元の方に置いていただきまして、来るべきまちづくり計画の協

議のときも一つの参考資料というふうに御理解いただきたいというふうに考えております。 

 今後でございますけども、ちょっと２回目以降まちづくり委員会の実施時期が部会によ

ってちょっとばらばらになっておりますので、まちづくり委員会が終わった後、まとまり

がつきましたら、そのできるだけ近いときの合併協議会におきまして、こういう形でお手

元にお届けしようかなというふうに考えております。以上でございます。 

○坂本会長 よけあって。長いな。おもしろそうなんはないかや。２、３紹介してくださ

い。 

○坂本会長 傍聴の方にも渡っちょう。 

○桐林次長 いや、今はちょっと。 

○坂本会長 渡ってない。 

 ２、３紹介しなさいや、おもしろそうなやつ。 

○桐林次長 私の方、総務企画の方ですが、紹介させていただきたいと思います。 

 中で、環境の部分につきまして、ブラックバス問題、有害鳥獣の駆除という項目がござ

います。その中で、基本的に有害鳥獣として認識しておりますのが、１つがヌートリアで

ございます。これの駆除については特に異論はないということでありましたが、ブラック
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バスにつきましては一方で大変根強いファンがいらっしゃいまして、緑水湖に釣りに来て

いらっしゃると。その反面が、従来から釣りの対象になっていたマスでありますとか、ヘ

ラブナでありますとかが減ってるんじゃないかということがあると。じゃあ徹底的に駆除

すればいいのか、それともブラックバスはブラックバスで有効活用したらいいのかという

ことで、双方の御意見を提出いただいております。 

 それから、先ほど宇田川委員さんから御指摘がありましたヘリコプターのこと申します

と、現在両町には災害時にヘリコプターが着陸する専用のヘリポートというものがござい

ません。実際に複数のヘリコプターが、例えば西伯小学校のグラウンドというようなとこ

ろに着陸しますと、片方のローターの風圧で石が飛んで、ほかのヘリコが壊れるというよ

うなことが過去にあったようでございまして、やはり舗装した専用のヘリポートが要るん

じゃないかというようなことが、話し合いの結果、私どもも気づきまして、そういうこと

も盛り込む必要があるのではないかというようなことがございました。 

 それから、これ先回の協議会でもちょっと申し上げたかとも思いますけど、ＣＡＴＶに

関する要望、これは非常に強いものがございました。有効活用の仕方が幾らでも考えられ

るインフラだなというふうなことがございました。現在、議員の委員さんもきょうは５名

出席されておりますけども、議会中継でありますとか、それと防災情報の提供であります

とか、そういうことに多面的に活用していただくのがいいんではないかという御意見をい

ただいたところでございます。 

 あと、コミュニティーバスのことがちょこっと出たんですけども、これについてはその

回の、前回の主要な課題ではなかったんで深くは突っ込めなかったんですけども、そうい

うことについてもちょっと検討したらどうかというようなことがまず、議題でないにもか

かわらずちょっと出ておりまして、この内訳の中にはちょっとはしょっておりますけども、

事例として紹介させていただいたということで、こういうことでよろしゅうございましょ

うか。 

○坂本会長 委員の皆様方には要約をまた、目を通いて見ていただいておいていただきま

して、今後のまちづくり計画の最終決定に反映していただきたいというように思いますの

で、よろしくお願いします。 

 報告事項２番に移ります。 

 新町の名称の候補に関する参考資料です。 

 事務局。 
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○桐林次長 報告事項の第２号でございます。新町の名称の候補に関する参考資料につい

てということでございます。 

 今回この資料をお渡しいたしましたゆえんは、次回の協議会におきまして、第２次候補

ということで絞り込みを行っていただきたいと。その絞り込みを行っていただくに当たり

ましての、幾ばくかの参考資料としてお手元にお届けするものがないかということで、一

覧表的なものでございますけども、参考事項といたしましては、これはインターネットで

ちょっと検索をしてみました。したがいまして、主として同名の名前があるかないかとい

うことでございます。そういう情報を集めてみたところでございます。中には、１３番の

桜花町のように一風変わった情報に行き当たったようなものもございます。これはあくま

でも参考ということでございます。 

 それから、応募していただきました方がつけていただいた理由でございますけども、こ

れにつきましては第１次候補の分だけという形で、絞り込んだ一覧表を今までお手元にお

届けしておりませんでした。候補の分だけの理由の一覧表を改めてお届けしております。 

 中に誤字とかおかしな仮名遣いとか、散見されると思いますけども、御応募いただいた

方の原文のままということで一覧表を作成しておる関係で、そういう資料になっておりま

す。そういうことをひとつお含みおきいただきたいと思います。 

 それから、前回の協議会から現在までに新たに寄せられた意見でございますけども、こ

ちらの方はまたもとの協議会資料の方に戻っていただきたいですが、電子メールで１点い

ただいておりまして、ちょっと読み上げますけども、新町の第１次候補が出たようですが、

なぜ一部の人間で決めてしまうのでしょうか。両町民による投票が一番シンプルかつ公平

なやり方ではないでしょうか。協議会のやり方を見ていると随分かしげてしまうようなこ

とが多々ありますということで、これは一部に非常に、私どもがやっている選定の仕方に

ついて誤解があるようでございまして、多数決ということではありませんけども、多数意

見のものというものも当然候補の中に入れてきたわけでございますし、両町民による投票、

投票というのがいかがなものかと思いますけども、こういうことに投票ということだけで

決定していいかどうかということにつきましては当然異論があるとこだと思いますので、

そういう意見もあるということで参考にしていただくという趣旨でございます。以上でご

ざいます。 

○坂本会長 これは匿名でそういう、匿名で。 

○桐林次長 これは名前はございませんでした。 
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○坂本会長 ただいま報告いただいた件について、御質疑や御意見はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本会長 それでは、次に移らせていただきます。 

 日程７、今後の協議会の開催日程について、お願いします。 

 事務局。 

○奥山室長 事務局から説明させていただきます。 

 お手元の資料をごらんいただきたいと思いますが、第１０回の会議は今月、８月２７日

午後１時３０分から１６時まで、西伯町役場の方で予定をしております。１１回の会議に

つきましては９月の９日、時間は同じでありますが、会見町役場の方で予定をしておりま

す。それから、これは書いてはおりませんが、予定でありますが、第１２回の会議につき

ましては、現在のところ９月３０日火曜日、西伯町役場の方で予定をしておりますが、ち

ょうど９月の議会もあるということでございますので、９月の議会終了後に第１２回の会

議は行いたいというふうに考えておりますので、とりあえず御予定に入れていただきたい

というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○坂本会長 ８月の２７日に１０回会議、１１回会議は９月の９日、１２回会議は９月３

０日に予定を一応頭に入れておいていただくと。 

 日程に従いまして、８番、その他。 

 事務局。 

○桐林次長 その他の議題といたしまして、１件提出させていただきたいと思います。き

ょうお手元の方に市町村合併討論会というタイトルの１枚紙をお届けしていたと思います。

８月１９日の午後１時半から午後３時まで、鳥取県と財団法人鳥取県市町村振興協会の主

催で、合併に関する講演会が開催されるということを連絡がございました。対象につきま

しては、各市町村長ほか各市町村、各合併協議会事務局管理職員と各市町村議会議員ほか

となっておりまして、このほかの中には学識経験者委員さんは入るのかということを確認

いたしましたら、当然入るということでございました。ですんで、もし現在、結局これは

各委員の皆様がこの受講対象ということになりますので、御希望ございましたら御参加い

ただきたいというふうに思っております。大変急々な紹介が来ておりまして、回答が今週

中というようなことで、こちらには入っておりませんけど、事務局の方には今週中に回答

ということでございまして、御希望がございましたら木曜日でございますね、７日の日ま

でに事務局の方に御連絡いただけたらと思います。以上でございます。 
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 交通機関につきましては、御希望ございましたら、事務局の方でバスなり、ちょっと調

達したいというふうに思っておりますので。 

○坂本会長 合併協議会としてぜひ聞きに行きたがええだないかや。都合のつくもんだけ

なんてだなしに。それでバスもきちんと用意して、みんなで一緒に勉強しに行く方がええ

だないか。いかがでございましょうか。どうしても都合のつかない人はどうしようもない

わけです。 

○桐林次長 そういうふうにした方がけじめとしてはいいと思います。 

○坂本会長 事務局の方で、そういう前提で手配してみてください。 

○桐林次長 承知しました。 

 逆に御都合の悪い方、やっぱり御連絡をいただけたらというふうに思いますので。 

○森岡委員 だけど議長、きょう欠席の委員さんもおられるじゃないですか。正式に文書

じゃなくて参加通知を出すといたしましょう。 

○坂本会長 いいですな。 

○桐林次長 はい。 

○坂本会長 それで出発時間は何時ごろか。 

○桐林次長 まだちょっと詳細は。 

○坂本会長 １０時半には出にゃいけんだないか。ひとつ大森先生は私もよく知っており

ますし、それから合併についてもいろんなところでいろいろお話しなさっておれまして、

その分野では大先達であります。ぜひみんなで講演会を聞いて勉強したいと思いますので、

御参加方よろしくお願いします。 

 そういたしますと、皆さん方の方で何かございませんでしょうか。 

 岡田委員。 

○岡田委員 １点お願いしたいと思います。 

 実は、本日の会議の冒頭に会長さんの方から地域協議会の話がちらっと出たわけです。

いろいろ合併によって生まれる新市町村の運営の中で、住民重視を基盤とする地域協議会

の存在というものが随分、全体にも訴えられておるようでございます。当然、西伯、会見

両町においてもそういったものが生まれてくるんではなかろうかと思いますが、その場合

の一つの規模として、旧村、旧村というと７カ村ですわね。旧村ぐらいの範囲の規模も一

つの範囲として考えられるんではなかろうかということがちらっと来たもんでございます

から、その点についてはいろいろ今後論議が行われるだろうと思いますが。その拠点とな
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るところが問題でございますけれども、西伯町さんの場合は地区公民館というのが、５館

ですか６館ですか、あるはずでございまして、これはほぼ旧村単位で施設があると。会見

町の場合は、ちょっとそういうわけには相ならんわけでございますが、たまたまそこへも

ってきて、ＪＡが支所統合というのをやるわけですよね。私の地元の賀野支所あたりもこ

の秋、どうも機能停止して統廃合すると。それについて、その施設の身の振り方について、

実はＪＡの組合に対してアンケートがあったわけです。この集約の結果というものは聞い

ておりませんけれども、もしその身の振り方について、先ほど申し上げましたようなこと

で公に譲っていただいて、そこが地域協議会の一つの拠点にでもなるというようなことに

なれば非常に有効ではなかろうかなというような感じを合併連鎖反応的に出たわけでござ

います。その辺をひとつ御検討を今後いただくようなことがあればというふうに思います

ので、一応発言させていただきました。 

○坂本会長 私も地域協議会のことをお話ししたんですけれども、これは全国町村会でも

そういう自治組織というものをやった方がええということを言っております。それで、今

想定されているのは、どうも旧村ではなく、旧町ぐらいの単位が想定されているようです。

そこの親分を公選でやるのか、あるいは指名して、その地域協議会の会長を町長が指名し

て、さっと議会の同意を得てするのかとか、いろんなやり方があるようですけど、これは

まだ検討中だというように聞いております。ただ、そういう地域協議会のようなものを余

り強化しますと合併の意味もまた薄れるというようなこともありまして、しかしそうかと

言って、合併をある程度促進するにはそういう、一方で手当てをしながらやった方が合併

の促進には役立つのではないかという両論があって、そこが今いろいろすり合わせをなさ

っておるというような状況です。 

 ＪＡの支所統合のことなんですけれども、廃止後のその建物ということなんですけれど

も、これはもうちょっと地域協議会の議論の方向というようなものが煮詰まりませんと、

ちょっと触手を動かすいうわけにならんのではないかなっていうように思うわけです。ど

のような機能を持たせるかいうことにもう一つかかってきますし、それから旧町というよ

うな一つの枠組みが仮にはめられるとしますと、果たしてそういう小さなＪＡの支所ぐら

いで機能が果たせるっていうようなこともあるということですね。これはもうしばらく見

にゃいけんと思います。 

○岡田委員 西伯町さんの場合は、支所統合によってなくなるというところはございます

か。 
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○坂本会長 支所統合で３つ支所がなくなるということでございます。 

 ほかに皆さん方の方で何かございませんか。 

 ないようでございますので、きょうの合併協議会、第９回の会議でございますが、以上

で閉会にいたしたいと思います。 

 閉会に当たりまして、三鴨副会長さんの方からごあいさつをいただいて終わりにしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○三鴨副会長 熱心な協議をありがとうございました。事務局も大変いい説得力ある資料

を出いていただきまして、大変皆様からも建設的な意見をいただいて、本当に気持ちのい

い、スムーズな協議会ができておりますことをありがたく感謝をいたします。 

 しかし、会見町の場合、新聞報道等で御案内のとおり、たびたび言いますように署名活

動をしておりまして、このたびも向こうが、再度署名活動を起こして、きのう選挙管理委

員会でどうも審査した結果、署名者が５５５名ということで、きょうから１１日まで閲覧

が行われ、どうも新聞で見ますと、１２日の日に正式な請求書が出るという段取りに入っ

ております。 

 ただ、繰り返して言っておりますように、私は法に沿った対応をしていきたいというこ

とでおります。ただ、気持ちの中では、なぜここまでしなければいけないのかなという思

いが強うございます。４月の２７日の日に地方統一選挙がございまして、議員の１２名の

うち９名の方が２町合併ということを主張されながら、再任を受けられた。これが私は民

意だと思っております。ところが、それは民意ではないということを米子の方はおっしゃ

って、アンケートをとらなければいけないということを主張しておられます。ここら辺は

もうどうしようもない世界でございまして、真摯に受けとめ、またきちんとそこを法に準

じてやっていきたいということでございます。今後、すぐに米子市に、米子との合併協議

会を受けていただけるかどうか、これを確認し、そしてその状況で議会と相談をしながら、

臨時議会にするのか、あるいは９月の定例議会でそれを持っていくのか、ここら辺を協議

をしながら、正式なものが出ればできるだけ早くそこら辺の結論を出してはいきたいと思

いますが、ひとつ皆さん方には大変御迷惑なり、御心配をおかけするわけですが、ひとつ

御理解のほどを賜りたいと思います。どうもきょうはありがとうございました。 

（午後４時３０分 閉 会） 
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